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GoTo トラベル事業の概要 
■ 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金  

  の５０％相当額を支援 

 （上限は 1 人日帰り１万円・宿泊２万円） 

■ ５０％支援の内訳は、７割が「旅行代 

  金」で３割が「地域共通クーポン」 

■ 連泊や利用回数に制限はない 

「地域共通クーポン」 １０月１日から実施 
 ◎ １枚１００0円の商品券 おつりなし 

 ◎ 旅行代理店や宿泊施設で配布する 

 ◎ 地域の観光協会や商工会などを通じて、地域の店舗の 

   参加・登録を呼びかけ 

  

 

 

 自己負担額（５０％） 
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建設国保の加入は民商へ 
■ 個人事業で建設業の方が対象です 

■ 保険料は定額制なので安心です 

■ 休業５日以上の場合、補償があり 

■ 医療費が月１７５００円以上は還付 

 

労災 ・雇用保険の加入を 
● 建設業なら事業主のみでも加入が 

 （大工・左官・管・電気・塗装等） 

● 保険料は年３回の分割払い 

● 他の組合よりも低い手続き費用 
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民商共済会はあなたの味方  
◆会員・配偶者は無条件加入が 

◆月１０００円で入院１日３０００円 

◆3 日以上入院で１２０日分まで給付 

◆７５才で長寿祝金（65 未満加入） 
 

旅行代金の半分

の７割（35％） 

旅行代金の

半分の３割

（15％） 

旅行代金支援 地域共通 

クーポン 
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今年も大腸がん検診始まります 
 

 １０月から恒例の「大腸がん検診」旬間がスタートします。昨年受診

された方は今年も受診をと、民商共済会では呼びかけています。また、

検診を受けなかった方はぜひ、この機会がチャンスです。民商共済会に

加入されている方は、無料で受診することができます。郵送で検体を送

れば、検診結果は郵送で返ってきます。みんなで受診しましょう。 

  2020 年の税制改正 
 

■ 基礎控除・配偶者控除・扶養控除が  

  ３８万円から４８万円に（条件有） 

■ 給与所得者はこれまで最低６５万円 

  の控除が５５万円に 

■ ６５歳未満の年金所得者はこれまで 

  ７０万円の控除が６０万円に 

■ ６５歳以上の年金所得者はこれまで 

  １２０万円の控除が１１０万円に 

■ 青色申告控除がこれまで６５万円が 

  ５５万円に（６５万控除を受けるに 

  は電子保存や電子申告が必要） 

実質増税になり負担が増える 
 

◎ 基礎控除以外は所得制限が  

 設けられており、全員が４８ 

 万円の控除が受けられるわけ 

 ではありません。 

◎ 給与と年金所得者はそれぞ 

 れ１０万円の控除が減らされ 

 たため基礎控除の４８万円だ 

 けでは増税となります。 

◎ 国保税など様々な基準は所  

 得額を採用しているため、所 

 得税がこれまでと同じでも、 

 その他の値上は必至です。 


